
　国保に加入している70〜74歳のかたで、世帯全員が市民税非課税の場合は、入院時の医療費と食事代などが減
額される｢国民健康保険限度額適用･標準負担額減額認定証｣が申請により交付されます。また、自己負担割合３割
のかたのうち、｢現役並みⅡ｣｢現役並みⅠ｣に該当するかた(下表参照)も｢限度額適用認定証｣が申請により交付され
ます。いずれの対象者にも申請書を６月23日(金)にお送りします。申請期限は７月７日(金)です。

区
分
ご
と
の
自
己
負
担
限
度
額(

１
か
月)

※過去12か月以内に４回以上、世帯の自己負担限度額に達した場合、４回目から｢多数該当｣となり自己負担限度額が下がります。

高齢受給者証の
一部負担金の割合の欄が
３割のかた

現役並みⅢ
課税所得690万円以上

現役並みⅡ
課税所得380万円以上

現役並みⅠ
課税所得145万円以上

252,600円＋(総医療費-842,000円)×１％
 〈140,100円※〉

167,400円＋(総医療費-558,000円)×１％
 〈93,000円※〉

80,100円＋(総医療費-267,000円)×１％
 〈44,400円※〉

高齢受給者証の一部負担金の
割合の欄が２割のかた 一般 18,000円

57,600円
 〈44,400円※〉

認定証の適用区分が区分Ⅱ 低Ⅱ

認定証の適用区分が区分Ⅰ 低Ⅰ
8,000円

24,600円

15,000円
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　納税通知書は世帯主のかたに送付しています。世帯
主が社会保険加入者にもかかわらず、通知書が届いた
ときは、通知書の２枚目の個人別内訳で、ご家族に加
入者がいないかご確認ください。なお、以前国民健康
保険に加入していたかたが、現在他保険に加入してい
る場合は、ご自身で脱退手続きが必要になります。

国保に加入している70歳以上のかたの｢限度額適用認定証｣｢限度額適用･標準負担額減額認定証｣の申請

　子育て世帯の経済的負担を軽減するため、未就学児
の均等割額を５割減額します。

　今年度から次の課税限度額が変更になります。
　支援分20万→22万円　

　特別徴収は、４･６･８月(仮徴収)と10･12･２月(本
徴収)の年６回、世帯主に支給される年金から世帯分の
国保税が引き落としになります。

　離職(倒産･解雇･雇い止めなど)日翌日において65歳
未満で、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資
格通知の離職理由によっては、国保税が軽減される場
合があります(申告が必要です)。

　年度途中に40歳になるかたは、誕生月から年度末ま
での介護分を月割りで計算し、これを加算した税額の
通知書を改めてお送りします。
　年度途中に65歳になるかたは、あらかじめ誕生日の
前月までの介護分を月割りで計算して、各納期に振り
分けています。65歳到達月以降は、介護保険料をお支
払いいただきます。

　国民健康保険に加入していたかたが後期高齢者医療
制度に移行し、同じ世帯の国民健康保険加入者が１人
になったとき、医療分と支援分の平等割額を、初めの
５年間は２分の１、６〜８年目の３年間は４分の１の
額を減額しています。
　勤務先の健康保険など(国保組合を除く)から後期高
齢者医療制度に加入したかたの被扶養者であって、65
歳以上のかたが国民健康保険に加入したとき、そのか
たの所得割額の全額と、資格取得日の属する月以後２
年を経過するまでのあいだ均等割額の２分の１の額を
減免しています。

　今年度中に75歳になるかたは、誕生日から後期高齢
者医療制度に加入することとなるため、国民健康保険
の資格がなくなります。
　国保税は、あらかじめ誕生月の前月までの分を月割
りで計算し、各納期に振り分けています。75歳到達月
以降は、後期高齢者医療制度の保険料をお支払いいた
だきます。
　世帯主が後期高齢者医療制度に移行しても、同じ世
帯に他に加入者がいる場合は、引き続き世帯主宛てに
通知書が送付されます。

　第１期の減免申請期限は７月24日(月)です。期限を
過ぎて申請すると１期分は減免の審査対象ではなくな
るため、ご注意ください。各納期限前７日が申請期限
となります。

10市外局番＝☎018

■課税内容、軽減･減免制度、特別徴収▶賦課担当☎(888)5632
■納付▶収納推進室収納担当☎(888)5635　■減額認定証▶給付担当☎(888)5630
■口座振替▶収納推進室管理担当☎(888)5634　■脱退の手続き▶国保年金資格担当☎(888)5633　　

問い合わせは
国保年金課へ

令和５年度の国民健康保険税納税通知書を
６月30日(金)に発送します
〜国保税　みんなで支える　秋田のくらし〜


